











	地方自治法第２４２条により、市民の方が、監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求
	制度の目的は、市民の方の請求とこれに基づく監査により、香芝市の財政面の適正な運営確保と、市民全体の利益を守ることです。
	監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
	上記の１．～４．は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
	これらの行為の日から１年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
	相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。
	１年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で、正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
	書面を作成して行うこととなります。
	請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。事実証明書の例は、行政文書開示請求に
	請求できるのは、香芝市内に住所を有する方です。
	市内に所在する法人も監査を請求することができます。
	請求書は、香芝市監査委員事務局まで、直接書面を持参するか、または郵送してください。
	監査請求に関する問い合わせなども、上記にお願いします。

